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１.策定の趣旨 

本市では、国の動向等を踏まえながら、ICT※（情報通信技術）を行政の様々な分野

に利活用することにより、住民・企業等の利便性の向上、行政事務の簡素化・合理化

などを図り、効率的・効果的な自治体の実現を目指しています。  

情報化の進展に伴い、業務の多くは情報システムやネットワークに依存することか

ら、情報化が果たす役割はますます高まるとともに新たに社会保障・税番号制度（以

下「番号制度」）への対応など緊急の課題も山積しています。 

このような状況の中、今回、岡山市情報化推進計画（2011～2014）の計画期間が終

了することから、平成 27、28 年度の 2 か年を中心とした岡山市の情報化の方向性を

取りまとめました。 

 

２.計画の概要 

（１）位置づけ 

国の ICT 政策等との整合性を図りつつ、本市のこれまでの取組や、情勢の変化等を

踏まえ、情報化の基本的な方向性と重点的な課題（アクションプラン）を示したもの

です。 

 

（２）計画期間 

本市では、時代の要請や環境変化に的確に対応しながら、魅力と活力ある都市づく

りを進めていくため、新たな総合計画を平成 28 年度に策定することとしており、情

報化の推進方針も新たな総合計画との整合性を確保していく必要があります。  

そのため、今回は、平成 27、28 年度（2015、2016 年度）の 2 か年の計画期間とし、

今後、総合計画の内容が明らかにされた時点で必要な見直しを行い、次期は、平成 29

年度から 5 年間の計画期間として『岡山市情報化指針』（仮称）を策定する予定とし

ています。 

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

（H25） (H26) (H27) (H28) (H29) (H30) (H31) (H32) (H33)

上位計画

情報化の方針

年度

情報化に関する
方針

（H27～H28）

新・情報化指針（仮称）
（H29 ～H33）

中期計画（仮称）（H28.11議会提案）

（H28～H32）

新たな

総合計画

情報施策面から支援

長期構想（仮称）（H28.2議会提案）

（H28.4～H38.3）

総合計画 基本計画（前期）

（H21～H28）

情報化推進計画
（H23～H26）

※は用語集を参照  
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（３）背景 

ア.国の ICT 政策 

世界最先端 IT※国家創造宣言をはじめ、新たな国の ICT 政策が打ち出されています。 

 

○世界最先端 IT 国家創造宣言（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定） 

（目指すべき社会） 

① 革新的な新産業・新サービスの創出及び全産業の成長を促進する社会 

② 健康で安心して快適に生活できる、世界一安全で災害に強い社会  

③ 公共サービスがワンストップで誰でもどこでもいつでも受けられる社会  

 

  

出典：「総務省ウェブサイト」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000295864.pdf 

 

○社会保障・税番号制度の導入（平成 25 年 5 月関係法成立） 

（期待される効果） 

① 公平・公正な社会の実現 

② 国民の利便性の向上 

③ 行政の効率化 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000295864.pdf
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出典：「社会保障・税番号制度ウェブサイト」 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2611_gaiyou_siryou.pdf 

 

○電子自治体※の取組を加速するための 10 の指針（平成 26 年 3 月 24 日総務省）  

（概要） 

① 自治体クラウドの導入加速 

② 住民利便性の向上 

③ 電子自治体推進のための体制整備 

 

  
出典：「総務省ウェブサイト」 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000271470.pdf 

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/h2611_gaiyou_siryou.pdf
http://www.soumu.go.jp/main_content/000271470.pdf
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イ.情報通信技術とその利活用の動向 

情報化社会の急速な進展にともない、情報通信技術も進展しています。  

 

・ スマートフォン※の急速な普及 

・ ソーシャルメディア※（Facebook※、Twitter※、YouTube※、LINE※など）の利用

者の増加 

・ クラウドサービス※利用の本格化－情報システムは所有から利用へ－ 

・ オープンデータ※の推進－保有データを利用しやすい形で広く公開－  

・ ビッグデータ※の活用－政策形成や事業推進に新たな可能性－ 

 

 

情報通信端末の世帯保有率の推移 

 

出典：総務省「平成 25 年通信利用動向調査」 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc253110.html  

 

 

ウ.市民の情報化の動向－平成 25 年度岡山市市民意識調査結果から－ 

市民の情報化の動向を踏まえ、情報発信をより効果的に行っていく必要があります。 

 

・ 半数以上の人がインターネットを利用して情報収集を行っています。また、年代

が下がるに従って利用している人の割合が高くなっています。 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h26/html/nc253110.html
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インターネットの利用状況 

 

・ インターネットサービスの中で最も利用率が高いのは、「ホームページ※・ブログ」

で 9 割以上の人が利用しています。 

・ ソーシャルメディアを利用している人の割合は、年代が下がるに従って高くなる

傾向にあります。 

 

 

インターネットサービスの利用状況 
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（４）岡山市情報化推進計画(2011～2014)の主な成果等 

№ アクションプラン名 成果・課題等 

 1 ICT 利活用による地域

コミュニティの充実  

岡山市連合町内会と連携し電子町内会の参加町内会を拡大した。参加

町内会の拡大と、システムの更改が今後の課題となっている。  

 2 ウェブサイト※の充実  トップページの改良、スマートフォン対応等を実施した。引き続き使

いやすく分かりやすいウェブサイトづくりに取り組む。  

 3 官民協働型ポータルサ

イト ※ による情報発信

力の向上  

システム基盤を構築するとともに、新たに ESD、市民協働サイトを

構築した、利用者数、閲覧数とも増加している。  

 4 市民の声システムの整

備  

市民からの意見・提言・要望等の集約、分析の方法、行政サービスや

施策への反映の仕組等について調査を実施した。  

 5 産学官連携による ICT

利活用の推進  

産学官連携セミナーや相談窓口活動を実施するとともに、スマホアプ

リの開発講習やコンテストを実施し、一定の成果をみた。  

 6 電子申請・届出システム

の拡充  

岡山県汎用電子申請システムの利便性向上と事務効率化に取り組む

とともに、本市の利用拡大に取り組んだ。  

 7 公金の納付手段の多様

化  

口座振替集中サービス(H26.1)、国民健康保険料コンビニ収納 (H26.7)

を開始した。引き続き市税のコンビニ収納を準備中。  

 8 基幹業務システムの最

適化  

平成 25 年度に国民健康保険システム、共通基盤システムの稼働を開

始した。引き続き市税、年金、選挙システムを構築中。  

 9 庁内ネットワークの再

構築  

平成 26 年 9 月に新ネットワークへの移行を完了し、安全・安定運用、

運用管理の効率化、セキュリティ対策の向上を図った。  

10 ICT 部門の業務継続計

画※（BCP※）の運用  

先行的に重要システムの運用支援を進めながら、各システムの復旧手

順書の作成、初動訓練等を推進し、随時、計画の改定も行った。  

11 IT ガバナンス推進体制

の構築  

情報システム調達ガイドラインに基づき、システム保有課の企画・調

達・運用支援を継続的に実施した。  

12 区画整理管理システム

の整備  

資料の電子データ化と検索システムを構築し、運用開始に向け準備中

である。  

13 消防緊急通信指令施設

の更新と消防救急無線

のデジタル化移行  

消防緊急通信指令施設は平成 24 年度に運用開始、デジタル消防無線

は平成 25 年度に全面運用を開始し、消防通信の基盤強化を実現でき

た。  

14 防災情報ネットワーク

整備と情報の一元化  

区役所整備等とあわせ防災情報通信ネットワークの整備を進めると

ともに、クラウド型の防災情報システムを平成 24 年度から導入した。 

15 教育委員会情報システ

ムの充実  

教育委員会と学校のファイル共有や教育用コンピュータの整備を進

めるとともに、校務支援システムを平成 26 年度に導入した。  

16 岡山市立図書館電算シ

ステムの再構築  

平成 23 年度に新システムの再構築を完了した。利便性が向上し、イ

ンターネット予約件数の増加等の成果があった。  

17 情報システムの最適化  平成 25 年度に情報系、業務系、公開系の仮想化※基盤をデータセン

ター※に構築し、執行時の支援を行いながら、円滑に各情報システム

の移行、集中管理を進めることができた。  



 

7 

 

３.基本方針 

国の ICT 政策や情報通信技術の動向、本市のこれまでの取組の成果等を踏まえ、情

報化の基本的な方向性を定めます。 

 

（１）地域情報化の推進 

情報発信力を向上するとともに、安全・安心で暮らしやすく、にぎわいのあるまち

づくりを目指して ICT を活用します。 

 

ア.情報発信力の向上 

・ パソコン、タブレット端末やスマートフォンなどの情報通信端末が日常的に利用

されるようになり、市民の半数以上がインターネットを利用して様々な情報を収

集するようになっています。 

・ こうした中、本市のウェブサイトを重要な情報発信手段の一つと位置づけ、欲し

いときに、わかりやすく、正確な情報が入手できるよう内容を充実させるととも

に、高齢者、障がい者を含む様々な人々が利用しやすいものに改善していきます。 

・ ウェブサイトのスマートフォン対応を進めるとともに、ソーシャルメディアによ

る情報発信の取組を推進します。 

・ さらに、行政と市民・民間団体が協働して地域力を発揮できるよう、官民協働型

ポータルサイトによる情報発信力の強化に引き続き取り組みます。 

 

イ.安全・安心なまちづくり 

・ 災害時においては、正確な情報の収集・伝達や、緊急時の避難勧告・指示等の迅

速かつ的確な措置が被害を最小限に止めることになり、情報通信施設は災害応急

対策を実施する上で不可欠のものです。 

・ このため、風水害や地震・津波等の災害に対応できるよう、引き続き災害対策本

部と区役所（区本部）との間で緊急情報を伝達する防災情報ネットワークの整備

や情報の一元化を進めるとともに、ICT 分野の業務継続計画を推進します。 

・ 救急出動件数は年々増加しており、高齢化の進展等により今後更に救急需要が増

大し、病院収容時間の遅延も懸念されることから、救急業務における ICT の効果

的な活用について検討を進めていきます。 

・ 環境対策では、光化学オキシダントや PM2.5 の対策等を効果的に進めるため、シ

ステムの更新と通信方式の改善を図ります。 

 

ウ.にぎわいのあるまちづくり／地域の活性化 

・ ICT は、あらゆる領域に活用される万能のツールと言われており、日進月歩の技

術進歩は、急速にその利活用の範囲を拡大しています。 

・ 本市では、にぎわいのあるまちづくりや地域の活性化を図るため、電子町内会や

官民協働型ポータルサイトなど先進的な取組を行ってきましたが、特色ある地域

づくりや市民協働に向け利用の拡大を図ります。 
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・ ワンストップでより広くきめ細やかな情報を届けることができることも ICT 利用

の利点です。移住・定住支援など新たな地域活性化の取組に ICT を積極的に活用

します。 

・ オープンデータの推進、ビッグデータや G 空間情報※の活用などは、本市の都市

づくりや政策形成、様々な分野の事業推進などに新たな可能性を切り開くものと

して、調査研究と利活用の推進を図ります。 

 

（２）行政サービスの向上 

便利さが実感できる行政サービスの提供を目指して ICT を活用します。 

 

ア.行政手続の利便性向上 

・ 行政の効率性、透明性を高め、利便性の高い公平・公正な社会を実現することを

目的として、番号制度の円滑な導入を推進します。個人番号カードの普及促進を

図るとともに、住民票、印鑑証明、戸籍謄抄本、税関係証明等のコンビニ交付な

ど、個人番号カードの独自利用に向け準備検討を進めます。 

・ インターネットを利用した申請・届出業務の拡充を進めます。特に、本市の施設

予約システムには公民館やスポーツ施設等の約 540 対象設備が登録され、施設予

約や空き情報検索に活用されていますが、利用者の利便性向上やセキュリティの

強化を図るため、再構築を行います。 

・ 公金の納付手段の多様化については、基幹業務システムの再構築にあわせ、市税

のコンビニ収納について拡大を図ります。 

 

イ.内部情報化の推進 

・ 市有施設・資産のストックマネジメント※など新たな行政課題を効果的・効率的に

推進するため、また、市の内部業務を極力簡素化・効率化し、限られた人的・物

的資源を有効に活用するため、内部業務の情報化を積極的に進めます。 

・ 教育分野の情報化を推進し、業務の軽減・効率化、教育活動の質の向上を目指し

ます。 

・ 既存の内部業務に関する情報システムについても、市民サービスの向上や内部事

務の効率化を図るため、更新のタイミング等をとらえ、費用対効果を勘案しつつ、

改善や再構築を進めます。なお、内部業務に関する情報システムには市民の個人

情報を取り扱うものが多いため、常にセキュリティ機能の強化を図りながら開発、

運用を進めます。 
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（３）情報ガバナンスの推進 

ICT を活用して、行政事務の効率化を一層進めるとともに、情報ガバナンスを推進

し、情報システムの最適化を目指します。 

 

ア.情報システムの最適化 

・ 情報システムの投資対効果の最大化を図るとともに、構築・運用効率の向上や安

全性確保（BCP 対策、セキュリティ対策）をバランス良く進めるため、ハード、

ソフト両面から情報システムの最適化を強力に推進します。 

・ 市税等の基幹業務システム最適化事業については、この事業の中で整備する共通

基盤システムが、番号制度の情報連携においても中核的な役割を果たすことから、

平成 27 年度中に構築フェーズを完了させます。 

・ 前計画に引き続き、重要システムについては更改の時期に合わせてデータセンタ

ーに整備した各システム仮想化基盤への移行を進め、システムの集中管理、セキ

ュリティレベルの向上を一層進めるとともに、ASP※・クラウドの活用の推進を図

ります。 

 

イ.ガバナンスの PDCA 確立 

・ ICT を有効活用するためには、情報システムの導入効果やリスクを評価し、限ら

れた予算を適正に配分して ICT 投資における価値を最大限にすることが求められ

ています。 

・ このため、「情報システム調達ガイドライン」や「情報システム管理台帳」等を活

用して、情報システムの計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Act）

のプロセスを組織的にコントロールしていきます。 

 

ウ.BCP、情報セキュリティの向上 

・ 災害発生時に備えて防災対策を進め、市の重要業務を実施・継続するためには、

それを支える情報ネットワークや情報システムの継続稼働が必要不可欠です。 

このため、初動の検討や訓練等を重ねながら、「ICT 部門の業務継続計画」を推進

するとともに、PDCA により絶えず見直しを図り、業務継続に対する取組を一層

進めます。また、地震に加え、新たな脅威についても計画の対象として拡充して

いきます。 

・ 本市の情報システムには様々な個人情報、機密情報が保管されています。一方、

情報セキュリティを取り巻く環境は年々厳しさを増しており、外部からのサイバ

ー攻撃とともに内部の不正利用等への対応も課題となっています。 

・ 内部不正等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要

情報の詐取等への対策に加え、外部委託管理の不備、マネジメントの欠陥などに

ついても重点的に対策を強化していきます。 

・ 情報セキュリティ対策は、ICT の利活用における最重要課題であり、「岡山市情報

セキュリティポリシー※」を基本に、セキュリティ実施手順書の作成、システム監

査等を行い、継続的に情報セキュリティ対策を強化していきます。  
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４．アクションプラン 

情報化の推進に当たり、重点的な課題をアクションプランとして実施していきます。 

 

（１）体系と基本方針 
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（２）アクションプラン一覧 

ポイント・方針 № アクションプラン名 担当部署名 

地
域
情
報
化
の
推
進 

情報発信力の向上 
1 

市公式ウェブサイトの充実 市長公室広報広聴課 

2 
官民協働型ポータルサイトに

よる情報発信力の強化 

総務局 ICT 推進課 

安全・安心なまち

づくり 
3 

公害監視テレメータシステム

の再構築 

環境局環境保全課 

にぎわいのあるま

ちづくり /地域の

活性化 

4 
オープンデータの推進 総務局 ICT 推進課 

5 

ICT 利活用による地域コミュニ

ティの充実 

市民協働局市民協働企画

総務課 

行
政
サ
ー
ビ
ス
の
向
上 

行政手続の利便性

向上 
6 

社会保障・税番号制度への対応  総務局行政事務管理課 

7 
施設予約システムの再構築 総務局 ICT 推進課 

内部情報化の推進 

8 

固定資産台帳管理システムの

構築 

財政局財産活用マネジメ

ント推進課 

9 

下水道施設台帳システムを利

用したストックマネジメント  

下水道河川局西部建設課 

10 
ICT 利活用による教育の質的向

上 

教育委員会事務局就学課 

情
報
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
推
進 

情報システムの最

適化 
11 

情報システムの最適化 総務局 ICT 推進課 

総務局情報システム課 

ガ バ ナ ン ス の

PDCA 確立  
12 

ガバナンスの PDCA 確立 総務局 ICT 推進課 

BCP、情報セキュ

リティの向上 
13 

業務継続計画の推進と情報セ

キュリティの向上 

総務局 ICT 推進課 

総務局情報システム課 
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（３）アクションプラン 

 

  

名称 市公式ウェブサイトの充実

番号 1 担当部署 市長公室広報広聴課

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

ウェブサイトの充実

総務省「みんなの公
共サイト運用モデ
ル」への対応

現状・課題

■ＣＭＳ（ウェブページを簡単に管理するシステム）のバージョンアップやウェブサイトのリニューアル等
により、次の事項を実現しています。
・サイト内検索機能を「Googleカスタム検索」に変更し、より高度なサイト検索を可能に
・市公式ツイッターとウェブサイトの連携機能を導入
・トップページのリニューアル（全体トップページ、アイコンの整理・統合、区トップページ）

■平成２２年８月のウェブアクセシビリティ
※

ＪＩＳ規格（JIS X 8341-3:2010）の改正に対応するウェブサ
イトを構築するために、ＣＭＳのバージョンアップを実施しました。今後、より高い等級のアクセシビリ
ティ基準に準拠したウェブサイトを目指し、ウェブアクセシビリティの向上に向けて継続的に取り組む必
要があります。
■また、ウェブサイトに掲載する情報を、より一層簡単・便利かつ的確に、情報を必要としている市民
へ伝達する工夫が必要となっています。

実施内容
（実施イメージ図）

■ウェブサイトの充実
・ウェブサイト上の情報を整理するため、サイト診断調査を実施し、調査結果に基づいて、サイト上の
ページやカテゴリーを整理します。

■総務省「みんなの公共サイト運用モデル※」への対応
・ウェブアクセシビリティに配慮したページ作成に心掛けるよう、各課の担当者へ研修などを通じて周知
徹底します。
・また、ウェブアクセシビリティに不適切な表現等を自動置換するなど、ＣＭＳの機能改修を検討しま
す。
■ＣＭＳの更新
・ＣＭＳについて、平成３０年度に更新（再導入）を予定しており、岡山市が目指すウェブサイトを構築す
るためにより最適なシステムが導入できるよう調査研究を進めます。

【実施イメージ図】

ＣＭＳの更新

維持向上

維持向上

方針策定・更新・運用
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番号 2 担当部署 総務局ICT推進課

平成28年度 平成29年度～

名称 官民協働型ポータルサイトによる情報発信力の強化

スケジュール 平成27年度

現状・課題

■解決すべき課題
・市が知ってほしい情報を的確に市民・団体等に届けるための工夫が必要となっています。
・「岡山の行政・民間の情報を一度に見たい。」、「公共のサイトで情報を発信したい。」という現行の公
式ホームページでは解決できない市民ニーズがあります。
・さまざまな分野における市民活動を連携させ、地域力を発揮するためのきっかけづくりが必要です。
■これまでの取組
・「みんなで集める情報たから箱事業」に取り組み、現在までに「子育て」、「観光」、「ESD」、「市民協
働」に関する分野別ウェブサイトを構築し、市民・団体等を巻きこんだサイト運営を進めてきました。
■今後の課題
・市民（団体・グループ）がお互いの情報を知り、協働するためのきっかけづくりが必要となっています。
・分野別ウェブサイトが構築されている共通システム基盤のサービス提供期間は平成３０年３月末まで
となっており、後継の共通システム基盤について検討を進める必要があります。

実施内容
（実施イメージ図）

■官民協働型ポータルサイトによる情報発信力向上プロジェクト（みんなで集める情報たから箱事業）
の推進
・多様な市民ニーズに的確に応えるため、民間の創意工夫を生かして、官民にわたるさまざまな情報
を集め、その情報を効率的かつ継続的に更新するため、引き続きＰＤＣＡを確実に実施します。
・単なる情報発信に留まらず、現実世界でも市民が参加できる様々な事業を実施し、市民協働のきっ
かけづくりを行うことで、市民一人ひとりの市民活動への参加意欲を高めるとともに、人と人との絆づく
りを進めます。
・「まなび」をテーマとした新規サイトを構築し、文化・スポーツなど生涯学習分野における官民の情報
を一括して提供するとともに、市民（団体・グループ）の交流を促進します。

【実施イメージ図】

情報たから箱事業
の推進

共通システム基盤
の更新

推進

方針策定 更新・移行・運用
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番号 3 担当部署 環境局環境保全課

システムの再構築

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

名称 公害監視テレメータシステムの再構築

現状・課題

■市内１２か所の大気自動測定局で測定されたデータを、１時間毎にテレメータにより収集し常時監視
を行い、県システムへ送信し、県や国のホームページを通して公表しています。また、水質発生源８か
所の各データを毎日収集し常時監視を行っています。
■大気・水質関係法令に基づく申請・届出等の管理システムに届出内容を入力し、管理しています。
昭和５２年に岡山市公害監視センターが設置され、テレメータシステムを導入したことで常時監視が実
現されました。以後、昭和６３年度及び平成１０年度にシステムを更新しています。現在のシステムも導
入から１０年以上経過し製造中止となった部品があるため、これらが故障した場合にはテレメータシス
テムが動かなくなることから、早急な更新が必要となっています。

実施内容
（実施イメージ図）

■平成２７年度にテレメータシステムの更新を行い、大気測定結果の常時監視及びオキシダント情報
やPM2.5に関する注意喚起等の情報提供を、向こう１０年間程度行うことができるようにする。
■岡山県・環境省を通じ、市民に対して、岡山市内の大気環境情報を提供する。
■通信方式は、常時接続が可能な光回線方式に変更予定。

【実施イメージ図】

構築・開発・

データ移行
安定稼働
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実施内容
（実施イメージ図）

■オープンデータの意義・目的を再認識し、国の「電子行政オープンデータ戦略」に則り、岡山市の保
有するデータについても、活用ニーズ、プライバシー情報等の取扱い、事務負担、費用対効果等につ
いて十分に検討しながら、以下の方向性により、積極的に推進していきます。
・可能な限り、積極的に公共データを公開する。
・機械判読可能な形式で公開する。
・営利目的、非営利目的を問わず活用を促進する。
・取組可能な公共データから速やかに公開等の具体的な取組に着手する。

【実施イメージ図】

番号 4 担当部署名 総務局ICT推進課

名称 オープンデータの推進

現状・課題

■岡山市では、公式ウェブサイトを公開し、人口動態をはじめとした各種統計情報、年報や白書及び
地図情報として公共施設情報、防災情報等を広く公開しています。しかしながら、公式ウェブサイトに
公開している情報は、サイト上で個別に確認する情報や、紙媒体を意識したものが多く、機械判読に
適した形で公開されているものは多くありません。また、二次利用についても意識されていなかったり、
制限されているものがほとんどです。
■住民サービスの向上、業務効率化、地域産業の活性化などの観点から、オープンデータへの関心、
期待は高まっています。

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

オープンデータ推進 調査、研究
調査、研究

試験的公開
公開対象範囲の拡大、活用方法の検討
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電子町内会の拡大
と推進

実施内容
（実施イメージ図）

■現行の提供機能を基本に同等以上のサービスが提供できることを前提として電子町内会システム
の再構築を検討していきます。
■旧来の方法（FTPでのアップロード）によるWebページ作成だけではなく、ページ作成者の負担を軽減
できるようCMS（Webページを簡単に管理するシステム）の導入を検討していきます。
■電子町内会のノウハウを発展させ、住民の地域を自ら守る意識、自分の住む「まち」をよくしたいと
いう思いを醸成し、地域の特性や住民のニーズをもとに、「まち」の強みを発掘育成し、高機能な町内
会実現を支援します。
■不審者情報や災害情報、各種地図情報等の情報共有・伝達に成功している電子町内会の事例を
広く紹介していきます。また携帯電話等での情報の受発信や緊急性の高い情報の一斉発信など電子
町内会を利用することのメリットをアピールしていきます。

【実施イメージ図】

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

電子町内会システ
ム更改

現状・課題

■電子町内会システムは、開設から10年以上経過しています。現在、HTMLでページを作成し、ファイ
ルをFTPでアップロードするといった旧来の方法によりWebページを作成しており、ウェブサイト管理者
（ページ作成者）への負担が大きい状況です。
■スマートフォンや携帯電話が主流になる中、それらの携帯端末向け表示対応ができておらず（ペー
ジ作成者に依存）、閲覧者の閲覧意欲を減少させています。ページ作成や投稿においても、携帯端末
からの作成・投稿は非常に困難な状況にあり、近年トレンドのブログやSNSサイトのような情報発信の
方法とかい離が大きく、利便性に欠ける状況です。
■個人情報の保護、情報セキュリティ対策の更なる向上が必要です。

名称 ICT利活用による地域コミュニティの充実

番号 5 担当部署 市民協働局市民協働企画総務課

調達・カスタマ

イズ
移行作業 運用保守・運用管理

参加支援
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個人番号カードの
普及促進

独自利用の検討

情報システムの改
修

現行業務の見直し

実施内容
（実施イメージ図）

■社会保障・税番号制度の導入
・番号制度に対応するため、概ね平成27年12月末までに情報システムの改修を行います。
・平成29年1月から、国の機関間の情報連携を開始し、7月から地方公共団体等との情報連携を開始
します。
■個人番号カード（平成28年1月から希望者に交付）の普及促進
・国の個人番号カードを活用したサービスの検討などの動向を踏まえながら、個人番号カードの普及
促進を図ります。
■独自利用の推進
・一層の市民サービス向上や行政効率化のため個人番号カードの独自利用等を検討します。（住民
票、印鑑証明、戸籍謄抄本や税関係証明書等のコンビニ交付など）

【実施イメージ図】

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

現状・課題

■番号制度は、国、都道府県、市町村などの機関が保有する個人の情報を、同一人の情報であると
いうことの確認を行うための社会基盤（インフラ）です。従来、このような基盤がないため、以下のような
状態が発生しています。
・各種手当などの申請時、住民が関係各機関を回って添付書類を揃える必要がある。
・提出書類確認のための市側の作業負担が大きい。書類の情報の転記・照合・電算入力ミスが発生
する可能性がある。
・行政機関・地方公共団体等の間で情報連携が不十分で、本来給付を受けることができる人が未受給
となっていることがある。

名称 社会保障・税番号制度への対応

番号 6 担当部署 総務局行政事務管理課

システム改修 運用（国との）連携テスト 運用

検討・実施 実施

取組

検討・実施
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ネットワーク再構築

実施内容
（実施イメージ図）

■現状の課題抽出
・現システムの課題・要望を抽出し、次期システムに反映できるよう検討を行います。
■BCP・セキュリティ対策
・データセンター等への設置を検討し、BCP（業務継続計画）、セキュリティ向上に向けた検討を行いま
す。
■現運用体制の見直し
・現システムは生涯学習課が運用していますが、次期システムは全庁で使用するシステムとしてICT推
進課が調達し、本システムで多くの施設の予約・抽選を行うスポーツ振興課がシステム運用の主管課
となります。このため、運用体制を根本から見直す必要があります。

【実施イメージ図】

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

システム再構築

現状・課題

■現システムは、平成28年12月末にハードウェア、ソフトウェアのリース期間が満了となるため、次期
施設予約システムの調達に向けた検討を進めており、平成26年８月に実施したRFIの結果を踏まえ、
現システムの機能要件、運用を改めて精査することとしています。
■施設予約システムは、基本的に24時間受付可能なサービスとなっており、さらにシステムの利用登
録に伴う個人情報を保有しているため、BCP(業務継続計画)やセキュリティ対策の観点から、サー
バーの設置場所を検討する必要があります。

名称 施設予約システムの再構築

番号 7 担当部署名 総務局ICT推進課

要件定義・構築・

カスタマイズ

運用試験・デー

タ移行
運用保守

検討・予算化 構築・試験 運用保守
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名称 固定資産台帳管理システムの構築

実施内容
（実施イメージ図）

■システムの概要
・国の要請する地方公会計の整備促進（地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基
準を設定することで、①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③比較可能性の確保
を促進）に対応するため、市有財産の固定資産台帳への登録を行います。

■業務内容
・建物、土地、工作物等その他財産の、その取得から除売却処分に至るまで、その経緯を個々の資産
ごとに管理します。
・所有するすべての固定資産について、取得価格、耐用年数等のデータを網羅的に記載します。
・財務書類作成の基礎となる補助簿の役割を果たすとともに資産の適切な管理及び有効活用に使用
します。

【実施イメージ図】

現状・課題

■現状
○総務省から今後の地方公会計の整備促進について、財務書類の整備、固定資産台帳の整備、複
式簿記の導入等の方針が示されています。
○岡山市では、現在、総務省方式改訂モデルにより財務書類を作成しているが、固定資産台帳整備
については公共施設等マネジメントにも活用すべきものであることから、国の方針に従って統一的に取
り組みを進める必要があります。

■課題
・固定資産台帳の登録データが不十分
・既に失われた不明の過去情報の大量発生が予想される
・全庁統一的取組の指針が不透明
・国から平成27年9月に無償配布される予定の固定資産台帳のソフトウェアの内容が不透明

システム構築

番号 8 担当部署名 財政局財産活用マネジメント推進課

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

データ整備

運用保守データ作成

棚卸し・データ収集等

システム

設定
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蓄積データの拡充

中長期計画の見直
し

現状・課題

【現状】
■下水道施設（処理場・ポンプ場）の安定利用のため、維持管理上の日常的な点検に加えて、施設の
診断を進めています。
■平成23年度より診断結果に基づいた施設の改築更新に着手しています。
【課題】
■下水道施設（処理場・ポンプ場）の台帳や収集・蓄積される情報の電子化を促進する必要がありま
す。
■下水道施設の社会的状況や維持管理情報・診断結果に基づき、数多くある施設の改築更新順序を
決定する必要があります。

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

実施内容
（実施イメージ図）

■下水道施設（処理場・ポンプ場）の台帳や収集・蓄積される情報の電子化を促進する必要がありま
す。
・平成26年度より，ASP方式による台帳システムを利用した維持管理情報の蓄積を進めます。
■下水道施設の社会的状況や維持管理情報・診断結果に基づき、数多くある施設の改築更新順序を
決定する必要があります。
・施設の状況を把握するための診断業務を行います。
・施設の社会的・地理的条件やBCPなどの条件と照らし合わせながら，機場及び施設の重要度を明確
化します。

【実施イメージ図】

名称 下水道施設台帳システムを利用したストックマネジメント

番号 9 担当部署 下水道河川局西部建設課

維持向上

検討
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スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

ネットワーク環境の
見直し

校務支援システム
の運用

他システム等との
連携

実施内容
（実施イメージ図）

■運用面での継続的な支援
校務支援システムを、真に教職員の負担軽減に資するものになるよう、研修・ヘルプデスク等によるサ
ポートを行っていくとともに、教育委員会として課題を的確に把握し、運用面での支援を行っていきま
す。
■機能拡張及び他システム等との連携の検討
課題解決に必要な機能拡張も検討していきます。その際、校務支援システムですべての処理を完結さ
せることのみを目指すのではなく、庁内LANの資源や既存の業務ツール等の有効な活用・連携方法等
についても研究していきます。
■各校に設置している機器の更改時期が到来していることから、早急にネットワーク構成の見直しを
行い、最適化を図ります。

【実施イメージ図】

番号 10 担当部署 教育委員会事務局就学課

名称 ICT利活用による教育の質的向上

現状・課題

■平成２６年度に校務支援システムを導入。段階的に機能を追加し、教職員の校務の負担軽減を図
ります。また、それにより生み出された時間を子ども達と向き合うために費やすことで、教育の質的向
上を目指します。
■文部科学省「教育の情報化に関する手引き」においても、「業務の軽減と効率化」、「教育活動の質
の改善」のための校務の情報化が求められています。
■校務支援システムの導入・運用に当たっては、教職員の勤務実態に配慮した上での、適切な研修
や運用支援が必須となります。
■ストレスなくシステム利用ができるよう、通信回線の拡幅も検討する必要があります。
■校務支援システムは、大切な児童生徒の情報を扱うシステムであることから、セキュリティ面の配慮
も重要となります。
■各学校に設置している機器（児童生徒の作品保存用NAS等）の管理が、教職員の負担となっている
部分もあり、また、各学校に機器設置していることでの非効率性（故障時の個別対応、機器更改費及
び設定費、消費電力等）も生じています。ネットワーク構成の見直しにより、教職員の機器管理負担の
軽減とＴＣＯの削減を図っていくことが必要となります。

維持向上

調査

業務分析
取組，調査・業務分析

調査設計 構築 構築・運用
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現状・課題

【現状】
■災害等に強い専用設備であるデータセンターを借用し、各運用グループ別にシステム基盤（仮想化
基盤）を整備。各システム保有課において、システム更改の時期に合わせてシステムを順次仮想化し
て各基盤へ統合しています。また、情報システムの導入時には費用対効果の最大化等を目的として、
情報部門による各システム保有課の調達支援を行うなど、情報ガバナンスを推進しています。
■仮想化によるハードウェアの統合、運用保守作業の効率化、システムの可用性・セキュリティレベル
の向上を実現しています。
【課題】
■被災時における情報システムの業務継続（ＢＣＰ）を目的として重要システムのデータセンター移行
を更に進めていく必要があります。
■前計画に引き続き、サーバ、ネットワークの仮想化を進め、ハードウェア費用、保守費用、消費電力
などの軽減に向けて全庁的な取組が必要です。
■新たな技術動向も踏まえながら、各運用グループ別に構築した各仮想化基盤については、更なる効
率化、最適化（基盤・ネットワーク・端末）を進めていく必要があります。そのために次期システム更改
時期に合わせて調査・研究（クラウド、ＡＳＰの活用も含む）を進めていきます。
■日々新たな脅威が発生する情報セキュリティ対策は継続的な取組が必要です。

名称 情報システムの最適化

番号 11 担当部署 総務局ICT推進課・情報システム課

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

実施内容
（実施イメージ図）

■仮想化基盤による統合、集中管理
・BCPの観点から、被災時における情報システムの損壊、データ消失を防止し、稼働を継続するため、
高度な防災対策機能を備えるデータセンターに設置した仮想化基盤へ各システム保有課が個別に調
達したシステムを順次仮想化して移行することにより、サーバ・ハードウェアの統合、集中管理を行い
ます。
■情報システムの最適化検討
・仮想化基盤、ネットワーク、端末の更なる統合、パブリッククラウドの活用、調達方法等について調
査・研究を行い、仮想化基盤の次期更改において、情報システムの最適化を行います。

【実施イメージ図】

仮想化基盤による
統合、集中管理

情報システムの最
適化検討

個別システム

○○系
仮想化基盤

△△系
仮想化基盤

□□系
仮想化基盤

A B C

移
行 ・・・A B C ・・・

①仮想基盤による統合、 集中管理

基盤

ネットワーク

端末

基盤、ネットワーク、端末の
更なる統合検討

②情報システムの最適化検討

パブリック
クラウド

統合・集中管理 集中管理

調査・研究

基本方針策定

RFI実施

要件定義
基本設計・調達・構築・移行
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実施内容
（実施イメージ図）

（実施内容）
■ガバナンスにおけるPDCAサイクル確立
・「情報システム調達ガイドライン」の見直し、充実。
・「情報システム管理台帳」の見直し、管理項目の追加、改善。
・執行時支援の拡大・強化。ベンダーマネジメントの強化とベンダー評価の実施。
 

【実施イメージ図】

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

ガバナンスのPDCA
確立

名称 ガバナンスのPDCA確立

現状・課題

（現状）
■「情報システム調達ガイドライン」の整備、情報システム資産台帳の活用、システム保有課の企画・調達・
運用支援を実施してきました。予算ヒアリング及び予算執行時支援を通じて、情報システム経費の適正化、情
報システムの投資対効果の改善を図ります。
■情報ガバナンスを担当する組織を設けて、全庁的にシステム企画、調達、運用支援を行える体制を構築。
情報システム保有課のシステム企画、プロジェクト管理、システム運用の支援を行います。
（課題）
■クラウド、パッケージシステム環境下において、ベンダーロックイン、ブラックボックス化、経費高止りを阻止
します。

番号 12 担当部署名 総務局ICT推進課

投資効率の高い情報システムを

適正な価格で構築・維持・管理する

目標・成果

調達コストの適正化

アクション

施策

ガバナンスのPDCA確立

・システム企画支援
・予算ヒアリング
・執行時支援
・運用支援
・システム事後評価

投資対効果の改善

「情報システム調達ガイドライン」の充実

情報部門が

業務部門を

支援する

維持・向上
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名称 業務継続計画の推進と情報セキュリティの向上

番号 13 担当部署名 総務局ICT推進課

セキュリティー対策

現状・課題

（現状）
■ICT部門の業務継続計画を策定し、主に重要システムの保有課に対してBCP運用支援を実施してきまし
た。
・業務継続計画の全庁への説明、BCP導入研修の実施
・BCP実施の支援対象システム数（重要システム）を３４システムに拡大、訓練等のBCP運用をサポート
・データーセンターの活用を推奨し、重要システムのデータセンターへの移行支援
（課題）
■「ITリスク」に対するガバナンス機能の拡大
・業務継続、投資対効果、経費適正化に加えて、個人情報流出、サイバーテロ等のITリスクに対してもガバナ
ンス機能が求められています。

BCP支援

実施内容
（実施イメージ図）

（実施内容）
■BCP運用支援
・重要システム、災害・事故のBCP対象範囲を拡大。
・環境変化に対応できる実効性と効果に結びつく業務継続計画への改善。
■セキュリティー対策
・委託事業者等の再委託と従事者の把握、情報アクセスに対する厳格な管理。
・情報システムの設置場所、構成、不正接続、ID、パスワード等の管理。
・サイバーテロに対する情報収集、対策の検討、実施。

【実施イメージ図】

スケジュール 平成27年度 平成28年度 平成29年度～

災害や事故に強く 安全で安心な

情報システムを構築・維持・管理する

目標・成果

業務継続性の確保 ITリスクの軽減

アクション

施策

BCP運用支援 セキュリティー対策

・重要システムの拡大
・災害、事故想定の拡大

・各課のBCP策定支援
・BCP訓練の支援
・業務継続計画の改善

・セキュリティポリシー改定
・個人情報保護対策強化
・サイバーテロ対策強化
・セキュリティー教育
・重要インシデント対策

維持・向上

方針策定 実施
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５．用語集 

 

 

【あ行】  

 

 アクセシビリティ  

直訳すると「近づきやすさ」。IT 情報へのアクセスのしやすさ等を指す。 

ホームページにおけるアクセシビリティは、そのホームページが、高齢者や障がい者も

含めた、誰もが情報を取得・発信できる柔軟性に富み、アクセスした誰もが同様に情報

を共有できる状態にあることを意味する。 

 

 ウェブサイト  

1 冊の本のように、ひとまとまりに公開されているウェブページの集まりのこと。  

 

 オープンデータ  

公共データを利用しやすい形で公開すること。行政機関が保有する公共データには、地

理空間情報、防災情報、統計情報などがある。 

 

【か行】 

 

 仮想化  

サーバ機器、ネットワーク機器、回線などシステムを構成する資源を、物理的構成に拠

らず論理的に分割したり、統合したりすること。 

 

 業務継続計画（BCP）  

大規模な災害、事故、事件等で庁舎、職員等に相当の被害を受けても、重要業務を可能

な限り中断させず、たとえ中断してもできるだけ早急に復旧させるために、その対象や

目的などを策定する計画のこと。 

 

 クラウドサービス  

インターネット等のネットワークを利用して、ハードウェア、ソフトウェアを所有せず

に、データやアプリケーションを使用できるサービス。 

 

【さ行】 

 

 

 ストックマネジメント  

公共施設などを、その計画的かつ効率的な施設管理を行うこと。  

 

 スマートフォン  

携帯電話端末に情報処理機能が備わった携帯電話端末。ソフトウェア（アプリケーショ

ン）などをインストールして使用することが出来る。 
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 セキュリティポリシー  

企業や団体等の情報セキュリティに関する基本方針で、情報資産に係る機密性、完全性、

可用性を維持するための基準を定めたもの。 

 

 ソーシャルメディア  

インターネット上で、利用者が情報を発信し、形成していくメディアのこと。ブログ、

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS）、動画共有サイトなどがある。  

 

【た行】 

 

 データセンター  

耐震性に優れ、自家発電設備や空調設備を備えたサーバやネットワーク機器を設置する

ための施設のこと。 

 

 電子自治体  

自治体がインターネット等を使用して市民向けサービスの提供を行うこと。また、自治

体内部での業務システムを電子化することで、業務の効率化を図り、市民への質の高い

サービスが提供できるようになること。 

 

【は行】 

 

 ビッグデータ  

民間企業や行政が保有する多種多様なデータのことで、収集・分析をすることにより、

新たな知見を発見しようとするもの。 

 

 ポータルサイト  

インターネットを使ってウェブサイトを見るときの最初の入口（玄関）のこと（代表的

な例としては、ヤフーやグーグル等）。また、特定の分野内における各種情報を総合的

に案内するウェブサイトのこと。 

 

 ホームページ  

厳密には「ウェブサイトの先頭ページ」を指す。ウェブサイトに接続したときに、最初

に表示されるページのこと。2 つ、3 つめのページの様に個々のページは「ウェブペー

ジ」と言う。 

 

【ま行】 

 

 みんなの公共サイト運用モデル  

国及び地方公共団体等の公的機関のウェブサイト等が、高齢者や障がい者を含む誰もが

利用しやすいものとなるよう、ウェブアクセシビリティの維持・向上のために総務省が

策定したもの。 

 

 

 

 



 

27 

 

【英字（Ａ～Ｚ）】 

 

 ASP（Application Service Provider） 

インターネットを利用してアプリケーションを提供するサービスのこと。  

 

 BCP（business continuity plan）（業務継続計画）  

業務継続計画を参照。 

 

 Facebook（フェイスブック）  

インターネット上で、人と人とのつながりを促進・サポートし、相互交流の場を提供す

る会員制サービス（SNS）の一種。友達や同僚、同級生、近所の人たちと実名で交流

ができる。アメリカの学生向けのサービスとして始まり、後に一般に開放されたもの。 

 

 G 空間情報（地理空間情報）  

空間上の特定の地点又は区域の位置を示す情報のこと。 

 

 ICT（Information and Communication Technology ） 

多くの場合「情報通信技術」と和訳され、IT の「情報」に加えて「コミュニケーショ

ン」（共有）が具体的に表現されていること。 

 

 IT（Information Technology） 

一般には、情報技術のことを指す言葉であるが、コンピュータやデータ通信に関する技

術のことを総称的に表す語である。 

 

 LINE 

スマートフォンやパソコン等を使用して、特定の相手又はグループにテキストメッセー

ジ、画像等の情報を伝えるインスタントメッセンジャーのこと。  

 

 Twitter（ツイッター）  

インターネットを利用して個人の意思や情報を伝達するためのサービス。個々のユーザ

が「ツイート（つぶやき）」といわれる短文を投稿し、それを多数のユーザが閲覧でき

る。即時性が高く、どこにいても自分の状況を知人に知らせたり、逆に知人の状況を把

握することができる。 

 

 YouTube 

動画ファイルを閲覧したり、アップロードしたりできる動画コンテンツ共有サイトのこ

と。 

  



 

 

 

 

 

岡山市情報化に関する方針 

（2015 年～2016 年） 

平成 27 年 4 月 

岡山市総務局 ICT 推進課 

〒700-8544 岡山市北区大供一丁目 1 番 1 号 

TEL：086-803-1000（代表）FAX：086-225-5487 

E-Mail：ict@city.okayama.jp 
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